
質
し つ

問
も ん

と
答
こ た

え

役
やく

所
しょ

に相
そう

談
だん

を受
う

け付
つ

けてくれる
窓
まど

口
ぐち

があるので、その窓
まど

口
ぐち

で相
そう

談
だん

してください。
そこで解

かい

決
けつ

できない場
ば

合
あい

は、
他
ほか

の相
そう

談
だん

窓
まど

口
ぐち

を教
おし

えてくれます。

障
しょう

害
がい

者
しゃ

差
さ

別
べつ

解
かい

消
しょう

法
ほう

が禁
きん

止
し

しているのは、
役
やく

所
しょ

や会
かい

社
しゃ

・お店
みせ

などによる差
さ

別
べつ

です。
この法

ほう

律
りつ

が、一
ひ と り

人ひとりのすることや
考
かんが

えを罰
ばっ

することはありません。
障
しょうがい

害のある人
ひと

への差
さ

別
べつ

がなくなるよう、
国
くに

や都
と

道
どう

府
ふ

県
けん

または市
しちょうそん

町村は、障
しょうがい

害や障
しょうがい

害の
ある人

ひと

について、国
こく

民
みん

が理
り

解
かい

を深
ふか

められるような
取
とり

組
くみ

をしなければなりません。

このリーフレットは、誰
だれ

にでも
わかりやすくなるよう、
知
ち

的
てき

障
しょう

害
がい

のある方
かた

などと共
とも

に
話
はな

しあいながら作
つく

られたものです。

会
かい

社
しゃ

・お店
みせ

などの場
ば

合
あい

は、
障
しょうがい

害のある人
ひと

にどんな対
たい

応
おう

をしたか
役
やく

所
しょ

に報
ほう

告
こく

するように求
もと

められたり、
差
さ

別
べつ

をしないように注
ちゅうい

意をされることがあります。

平
へい

成
せい

28（2016）年
ねん

4月
がつ

から始
はじ

まります。

障し

ょ

う

害が

い

者し

ゃ

差さ

別べ

つ

解か

い

消し

ょ

う

法ほ

う

が

で
き
ま
し
た

いやなことや困
こ ま

ったことが
起

お

こった時
と き

には？
障
しょう

害
がい

のことで差
さ

別
べつ

されたら、
まずどうしたらいいのですか？

近
きん

所
じょ

の人
ひと

から差
さ

別
べつ

的
てき

なことを
言
い

われました。その人
ひと

は
罰
ばつ

を受
う

けないのでしょうか。

差
さ

別
べつ

した会
かい

社
しゃ

・お店
みせ

などは、
どうなるのですか？

わかりやすい
版
ばん

この法
ほう

律
りつ

はいつから
スタートするのですか？

質
しつ

問
もん

1
質
しつ

問
もん

2

質
しつ

問
もん

3

質
しつ

問
もん

4

答
こた

え 答
こた

え

答
こた

え

答
こた

え

問
と

い合
あ

わせ先
さき

　内
ない

閣
かく

府
ふ

政
せい

策
さく

統
とう

括
かつ

官
かん

（共
きょうせいしゃかい

生社会政
せい

策
さく

担
たん

当
とう

）付
づき

 障
しょうがいしゃ

害者施
し

策
さく

担
たん

当
とう

〒100-8970東
とうきょうと

京都千
ち

代
よ

田
だ

区
く

霞
かすみ

ヶ
が

関
せき

3-1-1中
ちゅうおう

央合
ごう

同
どう

庁
ちょうしゃ

舎4号
ごう

館
かん

電
でん

話
わ

：03-5253-2111　ファックス：03-3581-0902　ホームページ：http://www8.cao.go.jp/shougai/index.html
協
きょうりょく

力：社
しゃかい

会福
ふく

祉
し

法
ほう

人
じん

 全
ぜん

日
に

本
ほん

手
て

をつなぐ育
いく

成
せい

会
かい

／ピープルファースト北
ほっ

海
かい

道
どう

こ
の
法ほ

う

律り
つ

は
、障し

ょ
う

害が
い

の
あ
る
人ひ

と

へ
の

差さ

別べ
つ

を
な
く
す
こ
と
で
、

障し
ょ
う

害が
い

の
あ
る
人ひ

と

も
な
い
人ひ

と

も
共と

も

に
生い

き
る
社し

ゃ

会か
い

を

つ
く
る
こ
と
を
目め

ざ
し
て
い
ま
す
。
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